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受
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ず
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し
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な
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市税条例の一部が改正
【個人市民税】☎66◆1116
○ 上場株式などの配当所得および譲渡所得に対する軽減税率（市民税1.8%、県民税1.2%）の適用が平成23年12
月31日まで延長されます。

○住宅ローン特別控除の創設
対象者：所得税の住宅ローン控除の適用者（平成21年から25年までの入居者）
控除額：次のいずれか小さい額が控除されます。
①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
②所得税の課税総所得金額などの額に100分の3〔県民税は100分の2〕を乗じて得た額（58,500円〔県民税は
39,000円〕を上限）

※市への申告は不要です。
※平成18年までの入居者に対する税源移譲に伴う住宅ローン控除についても、22年度分以降、上記と同様の
仕組みのもとで申告を要しない制度とされます。

○平成21年1月1日から22年12月31日までの間に取得した土地を、その年の1月1日において所有期間が5年を
超えるものを譲渡した場合、譲渡所得の金額から1,000万円を上限に控除されます。

【固定資産税】☎66◆1114
○長期優良住宅に係る固定資産税の減額
〔制度の概要〕　 平成21年6月4日から22年3月31日までの間に新築された長期優良住宅に係る固定資産税につ

いて、新築から5年度分（中高層耐火建築物にあっては7年度分）に限り、当該住宅に係る固定資
産税額を2分の1減額します。（床面積120㎡分までを限度）

〔要　　　件〕　 床面積は50㎡（戸建て以外の賃家住宅は40㎡）以上280㎡以下の住宅で、長期優良住宅の普及
の促進に関する法律に規定する認定基準（耐久性、可変性、維持管理の容易性など）に基づき、
行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。

〔手 続 き〕　 新築された日から初めて固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに行政庁
の認定を受けたことを証する書類を添付して、市に申告する。

○固定資産税（土地）の負担調整措置
　平成21年度から23年度までの土地にかかる固定資産税の負担調整措置の仕組みが継続されます。

お知らせ
○固定資産税（土地）の軽減について
　都市計画施設（道路、公園）の予定地について、平成21年度から固定資産評価基準における所要の補正を適用
し、固定資産税の軽減を実施します。
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